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■意見

　現在、幼稚園・保育所とも老朽化が著

しく、子どもが良好な環境で教育・保育

を受けることができる状況ではないので、

民間活力を導入した施設の建て替えには

賛成である。運営面についても、公営で

あれば、施設長が退職・定期異動により、

掲げた理念を実現することができないこ

ともあるので、立派な理念を掲げた民間

事業者を選定し、運営してほしい。

　また、幼稚園・保育所整備にとどまら

ず、子育てに対する様々なサービスや女

性の就労支援など、総合的な施策を行っ

て、少子化対策全般に力を注いでほしい。

●回答　

　いただいた意見を参考にし、当別町の

子育て支援施策の向上に努めます。

■詳細・問合せ

幼稚園に関すること　

　教育委員会管理課学校教育係（☎ 23 － 2689）

　メール　kyokan2@town.tobetsu.hokkaido.jp

保育所に関すること　

　子育て推進課子育て支援係（☎ 25 － 2658）

　メール　kosodate2@town.tobetsu.hokkaido.jp

■民営化スケジュール

　20 年 7 月事業者の公募を行い、8 月には事業者

選定作業、９月上旬に事業候補者を選定する予定

です。

　なお、東保育所においては 20 年度中に引き継ぎ

保育を行い、21 年 4 月より民間事業者による保育

が始まります。

■教育・保育内容

　当別幼稚園においては、3 歳児受け入れ、週３回

以上の給食、預かり保育などを実施します。また、

東保育所においては、移転改築後、通常の保育に加え、

障害児保育・延長保育・一時保育などを実施します。

　当別幼稚園、東保育所の民間事業者の選定に関わ

る、プロポーザル・ヒヤリングを公開で行います。

傍聴が可能です。

■日　時　8 月 24 日（日）　10 時～

■会　場　白樺コミュニティセンター

※詳細については決まり次第、町ホームページに掲

載します。

当別幼稚園・東保育所
民営化概要のお知らせ

■町民説明会の実施

　５月７日にゆとろ、同月９日に西当別コミュニティーセンターで、「当別町幼稚園・保

育所計画」案に関する説明会を開催しました。幼稚園・保育所の現状や民営化に向けた計

画などを説明し、出席者から質問や意見等をいただきました。

■意見公募の実施（パブリックコメント）

　当別町幼稚園・保育所計画決定のため、4 月 28 日から 5 月 29 日まで、役場・ゆとろ・

太美出張所・幼稚園・各保育所に投函箱を設置し、当別町幼稚園・保育所計画に関する意

見公募を行いました。いただいた意見等を参考に検討を重ね、この計画を決定しました。

■意見　

　民営化の際、幼稚園で給食を実施してほしい。また、時間、期

間等については、午前保育を週 1 回程度に減らすこと、３年保育

の実施、平日の午後、土日、長期休業時の預かり保育の実施を希

望する。自宅までのバス送迎を希望する。身に着けるものは、制

服、ベレー帽などの高価なものはいらない。

　保育所では、一時保育、病児、病後児保育の実施をして欲しい。

●回答

　今後、取り組みを具体化させて

いくうえでの参考とし、教育・保

育サービスの拡充を図ります。給

食、預かり保育、３歳児受け入れ

は実施します。 また、送迎バス

についても実施することにしてい

ます。制服等の取り扱いについて

は、事業者と協議します。

　一時保育、病児・病後児保育についても、実施の可否について

検討したうえで事業者と協議します。

【パブリックコメントで寄せられた意見、町の考え方】

 プロポーザル・ヒヤリングを行います

　民営化に向けた取り組み
　町では当別幼稚園及び東保育所民営化に向け、4 月から 5 月

にかけて「当別町幼稚園・保育所計画」についての意見公募や

町民への説明会を行い、皆様からお寄せいただいたご意見を参

考に計画を決定しました。

　今後、本計画にもとづき、本町地区における幼保総合施設の

開設に向け、当別幼稚園及び東保育所民営化を進めていきます。

　計画策定までの動き

7 月～
8 月

・第１回事業者検討委員会の開催
・事業者の募集
・事業者の選定作業

9 月
・事業者の選定
・選定結果公表
・東保育所で三者協議会設置

21 年
1 月

・東保育所引継保育（１月～３月）

21 年
4 月

・民間事業者による東保育所運営開始

■事業者の応募資格

　石狩管内及び当別町に隣接する市町村に住所を有

し、認可保育所または幼稚園を現在運営しており、

10 年以上運営実績のある学校法人または社会福祉

法人とします。

■選定について

  「当別幼稚園及び東保育所

民営化に係る事業者検討委

員会」（８名）で審査します。

委員の構成は、役場職員 2 名、

幼稚園園長、保育所所長、幼

稚園ＰＴＡ代表、保育所父母

会代表、子育てサークル連絡

会、当別町商工会職員により構成されています。

　7 月 3 日に第 1 回検討委員会を開催し、公募要項、

審査基準などを決めました。今後、応募した事業者

について、書面審査、プロポーザル・ヒヤリング、

現地視察などを行って、候補者を選定します。

■選定結果の公表について

　結果については、町広報誌、ホームページで公表

の予定です。
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